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（
5
） 

農
業
所
得
の
源
泉
徴
收
が
法
律
に
よ
つ
て
強
制
さ
れ
た
場
合
は
、
左
の
如
き
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
に
対
す
る
所

見
を
問
う
。 

（
4
） 

納
期
は
二
毛
作
地
帶
年
二
回
（
八
月
一
月
）
、
一
毛
作
地
帶
一
回
（
一
月
）
と
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
が
如
何
。 

（
3
） 

農
産
物
価
格
は
消
費
時
、
販
売
時
に
お
い
て
算
定
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
が
如
何
。 

（
2
） 

事
業
用
の
土
地
建
物
、
そ
の
他
の
資
本
的
施
設
の
災
害
に
関
し
て
は
、
減
少
、
毀
損
に
よ
る
損
害
の
金
額
を
特
別

控
除
す
る
旨
明
記
す
る
考
え
は
な
い
か
。 

（
1
） 

基
礎
控
除
、
扶
養
控
除
は
勧
告
に
な
さ
れ
た
控
除
額
よ
り
さ
ら
に
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
農
業
專
従
者
ご
と
に 

一 

所
得
税 

（
イ
） 

源
泉
徴
收
に
当
つ
て
は
農
家
の
申
告
制
を
と
る
こ
と
。 

基
礎
控
除
、
勤
労
控
除
を
認
め
る
意
思
は
な
い
か
。 

シ
ヤ
ウ
プ
勧
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農
業
課
税
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関
す
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意
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三 

 



（
4
） 

農
業
協
同
組
合
は
特
別
法
人
と
し
て
税
率
に
つ
き
現
行
税
率
二
五
％
に
据
え
置
く
意
思
は
な
い
か
。 

（
3
） 

法
人
に
つ
い
て
は
、
利
子
附
加
税
は
法
律
上
の
強
制
準
備
金
や
強
制
繰
越
金
に
つ
い
て
は
課
税
し
な
い
こ
と
と
す

べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
用
意
が
あ
る
か
。 

（
2
） 

農
業
協
同
組
合
と
し
て
、
組
合
員
の
利
用
し
た
事
業
分
量
に
応
じ
た
配
当
を
す
る
い
わ
ゆ
る
特
別
配
当
は
、
そ
の

性
質
上
組
合
の
所
得
に
算
入
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
。 

（
1
） 

農
業
協
同
組
合
は
特
別
法
人
で
あ
る
か
ら
法
人
税
の
課
税
基
準
額
よ
り
法
律
上
の
強
制
準
備
金
あ
る
い
は
強
制
繰

越
金
は
除
く
べ
き
で
あ
る
と
思
う
が
如
何
。 

一 

法
人
税 

（
ハ
） 
源
泉
徴
收
機
関
た
る
農
業
協
同
組
合
に
対
し
て
は
、
源
泉
徴
收
額
納
税
件
数
を
勘
案
し
て
農
業
協
同
組
合
に
対 

し
、
人
件
費
、
事
務
費
と
し
て
手
数
料
を
交
付
す
る
こ
と
。 

（
ロ
） 

源
泉
徴
收
は
夏
冬
作
と
も
一
〇
％
以
内
の
一
定
率
と
し
、
二
月
確
定
申
告
の
際
税
務
署
が
整
理
す
る
こ
と
。 

四 

 



（
6
） 

再
評
価
基
準
に
よ
り
再
評
価
し
た
場
合
に
、
そ
の
再
評
価
額
が
実
際
上
の
時
価
を
上
廻
る
と
き
は
、
そ
の
再
評
価 

（
5
） 

金
融
機
関
再
建
整
備
法
に
基
い
て
調
整
勘
定
を
有
す
る
法
人
に
つ
い
て
は
特
別
の
措
置
を
講
ず
る
準
備
が
あ
る 

か
。 

（
4
） 

固
定
資
産
の
取
得
価
格
は
農
業
協
同
組
合
と
し
て
現
実
に
取
得
し
た
時
の
価
格
と
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
が
如 

何
。 

（
3
） 

棚
卸
資
産
の
評
価
損
を
固
定
資
産
再
評
価
益
で
補
填
し
得
る
よ
う
に
し
た
い
が
如
何
。 

（
2
） 

農
業
倉
庫
等
適
期
に
修
理
補
修
を
な
し
得
な
か
つ
た
も
の
は
、
耐
用
年
数
が
法
定
に
よ
る
よ
り
も
損
傷
の
程
度
の

著
し
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
取
扱
を
考
慮
す
る
用
意
が
あ
る
か
如
何
。 

（
1
） 
農
業
協
同
組
合
に
お
い
て
は
再
評
価
税
率
は
二
％
乃
至
三
％
の
低
率
と
し
て
な
お
納
税
期
間
は
五
―
十
年
に
す
る

意
思
は
な
い
か
。 

一 
再
評
価
税 

五 

 



（
2
） 

農
業
協
同
組
合
に
お
い
て
賦
課
金
を
徴
し
て
生
産
、
文
化
、
教
育
、
情
報
等
の
事
業
を
行
う
が
、
こ
の
賦
課
金
は 

（
1
） 

農
業
協
同
組
合
は
特
別
法
人
と
し
て
税
率
を
低
く
す
る
用
意
が
あ
る
か
。 

（
1
） 

農
地
に
関
す
る
調
整
係
数
は
別
に
定
め
ら
れ
る
農
地
価
格
に
基
い
て
定
め
る
こ
と
、
な
お
地
域
間
の
調
整
に
つ
い

て
は
地
方
財
務
委
員
会
が
農
地
委
員
会
に
は
か
つ
て
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
考
え
は
な
い
か
。 

（
2
） 

所
得
税
の
源
泉
徴
收
農
家
に
対
す
る
住
民
税
の
源
泉
徴
收
は
こ
れ
を
行
わ
な
い
こ
と
に
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
が

如
何
。 

（
1
） 

扶
養
控
除
の
対
象
と
な
つ
て
い
る
者
は
納
税
義
務
者
を
除
外
す
る
考
え
は
な
い
か
。 

一 

附
加
価
値
税 

一 

固
定
資
産
税
（
不
動
産
税
） 

一 

住
民
税
（
地
方
所
得
税
） 

額
は
時
価
に
と
ど
ま
ら
し
め
る
よ
う
に
す
る
意
思
は
な
い
か
。 

六 

 



 

七 

附
加
価
値
の
対
象
と
し
て
の
收
入
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き
で
あ
る
が
、
如
何
。 

（
3
） 
徴
收
の
時
期
は
農
協
の
場
合
は
年
一
回
と
し
て
、
そ
の
属
す
る
年
度
の
決
算
後
に
定
め
る
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る

が
如
何
。 

右
質
問
す
る
。 
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